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１ 新型コロナウイルス感染症を踏まえての本市の取組
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京都市における外国籍住民基本台帳登録者数推移

平成２６年（2014年） ４０，５６５人

平成２７年（2015年） ４１，６０９人

平成２８年（2016年） ４２，５６７人

平成２９年（2017年） ４４，２８２人

平成３０年（2018年） ４６，４５１人

令和元年 （2019年） ４８，７７３人

令和２年（2020年） ４５，８６２人

※ 近年外国籍市民は毎年増加傾向だったが，新型コロナウ

イルス感染拡大の影響を受け，減少に転じた。留学生が来

日できなかったことなどが要因と考えられる。

※各年１２月末現在（令和２年のみ７月末現在）

約3,000人減
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新型コロナウイルス感染症拡大に伴い，国や本市が実施する
感染症関連の様々な支援策を，日本語の理解が難しい外国籍市
民にどう伝えるかが課題の一つに。

①昨年度，本市において設置した，多文化共生のまちづくり
推進プロジェクトチーム（ＰＴ）内での議論を踏まえ，外国籍
市民からよくある問い合わせを一覧（英訳付き）にまとめ，本
市のホームページに掲載。

②京都市国際交流会館のホームページに，新型コロナウイル
ス感染症に関する支援情報などを多言語で紹介する特設ページ
を創設。

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う，支援策の周知
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①
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②



京都市外国籍市民総合相談窓口における対応

京都市国際交流会館に設置している「京都市外国籍市民総合相談窓
口」において，新型コロナウイルス感染症専用電話相談窓口や各種助
成金の申請などにおける外国籍市民対応として，電話通訳を実施。

※問合せが入り始めた２月以降，これまで１８０件を越えるコロナ関
係の相談などが寄せられている。

＜相談の内容の傾向の変化＞

２月～４月 体調不良に伴う対応，受診の可否等の相談

５月～６月 生活支援や助成制度に係る相談

７月 体調不良に伴う対応，受診の可否等の相談
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「特別定額給付金」のオンライン説明会を実施

外国籍の方が「特別定額給付金」の申請を正しく行えるように，
テレビ会議アプリ「ＺＯＯＭ」を使ったオンライン説明会を京都市
国際交流会館において実施。

＜実施内容＞

・実施言語：英語・中国語

・参加者：１５カ国３５人

※ 後日，京都市国際交流会館の

ＨＰにおいて，申請書の書き方

を説明した動画をアップ
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なお，本市が設置した特別定額給付金のコールセンターにおいて
も，三者通訳を導入し，１３言語対応可能な体制を整備



京都市災害時多言語電話通訳サービスの運用開始

京都市内で災害が起こった際に，避難所等において利用でき
る，多言語電話通訳サービスの運用を７月15日に開始。避難所
等の運営者と来所された外国籍市民等とが電話の先の通訳者を
介して，コミュニケーションをとることが可能に。

１ 利用可能期間 避難所等の開設期間中，24時間対応

２ 利用対象 避難所等に来所された日本語でのコミュニ

ケーションが困難な方及び避難所等の運営者

３ 対応言語 19言語
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【通訳イメージ】
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今後，時間の経過に伴い，新型コロナウイルス感染症をめぐる，
新たな課題などが発生することが予想される。

引き続き，多文化共生のまちづくり推進プロジェクトチームの会
議の場などで，全庁的に情報共有を行いながら，京都市国際交流会
館とも連携し，各分野において，外国籍市民の抱える課題の解消に
向け，取組を進める。

今後の本市の対応について
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２ 地域日本語教育に係る取組



日本語教育に関する国の関係法令

〇日本語教育の推進に関する法律（令和元（2019）年6月28日公布・施行）

第５条（地方公共団体の責務）

地方公共団体は、基本理念にのっとり、日本語教育の推進に関し、国との適切な
役割分担を踏まえて、その地方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び
実施する責務を有する。

第１１条（地方公共団体の基本的な方針）

地方公共団体は、基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体
における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本
的な方針を定めるよう努めるものとする。

〇日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基
本的な方針（令和２（2020）年6月23日閣議決定）

（国及び地方公共団体の責務）
・国は日本語教育推進施策を総合的に策定・実施，必要な法制上・財政上等の措置
を講ずる。

・地方公共団体は地域の状況に応じた日本語教育推進施策を策定・実施する。
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地域日本語教育に係る取組

京都市国際交流会館の指定管理者である，公益財団法人京都市
国際交流協会が，文化庁所管の「地域日本語教育の総合的な体制
づくり推進事業」（補助金）を申請（※）。

※同協会は，京都市域の日本語教育の中心的な担い手として，これまでから活動してき

ており，京都市域における日本語教育に関する実状について把握していることに加え，

本市や京都府，京都府国際センター等とも連携しながら地域国際化協会として機動力の

ある事業展開を想定できる。

＜補助金の内容＞
日本語能力が十分でない外国人が生活等に必要な日本語能力を身

に付けられるよう，日本語教育環境を強化するための総合的な体制
づくり等を行う事業に対して，事業費用の２分の１が文化庁から補
助される。
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当該補助事業を活用して実施を検討している主な事業

（ア）日本語教育に関する企業へのニーズ調査

（イ）ボランティア育成研修

（ウ）Web版kokoka（国際交流会館の愛称）日本語教室の立上げ

や既存の日本語教室の充実

（エ）地域日本語教室開設支援

（オ）地域の日本語教室との連携及びサポート

（カ）外国人労働者受入サポート事業（既存事業の拡充）
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３ 京都市国際戦略ビジョン（仮称）について
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１ 策定の趣旨

「京都市国際戦略ビジョン（仮称）」は，平成26（2014）年度
に本市の国際化を推進するための基本的な考え方などを示した
「京都市国際化推進プラン（改訂版）」が，令和3（2021）年3月
末に計画期間を終えることに伴い，その在り方を見直し，社会状
況の変化にも柔軟に対応できるものとして，国際的な事業展開の
意義や国際戦略の方向性を市民や国内外の各種団体・関係機関に
示すため，既存の審議会等で市民や識者の意見を取り入れながら
策定するものです。

京都市国際戦略ビジョン

京都市国際化推進プラン（改訂版）

令和3年3月末
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２ 策定方法

副市長をトップとする庁内局長級を対象とした国際化推進会
議及び既存の外部有識者会議「国際化推進プラン点検委員会」，
「多文化施策審議会」等から意見をヒアリングし，策定します。

京都市国際戦略ビジョン（案） 京都市国際戦略ビジョン
令和３年３月策定！

多文化施策審議会

国際化推進プラン点検委員会

意見

意見

国際化推進会議

意見

市民・関係団体
（パブリックコメント）

意見
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日程 内容 

7～8月 ・2021～2025年までの事業，出席開催予定国際会議等について全庁照会 

・関係部署との意見交換 

9月 ・多文化施策審議会（3日）及び 

第１回国際化推進プラン点検委員会（4日）への意見聴取 

11月～12月 ・パブリックコメントの実施，市会への報告 

・関係団体への意見聴取 

1月～2月 ・第２回国際化推進プラン点検委員会においてパブリックコメントに対す

る対応等について意見聴取 

・臨時国際化推進会議で内容の報告 

3月 ・最終版の市会への報告 

 

３ スケジュール
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４ 戦略ビジョンの構成

第１章 策定にあたって

１ 策定の趣旨

２ 策定の経緯

３ これまでの取組

４ 本市に求められる政策

第２章 戦略ビジョン

１「第３期京都市基本計画」で目指す国際都市像

２ 戦略ビジョンの位置づけ

３ 国際的な事業の展開の意義

４ 取組の展開方向

第３章 指標，推進体制

１ 指標

２ 戦略ビジョンの推進体制

Ｉ 世界を魅了し，国際的な人々が集まるまち
Ⅱ 海外都市との連携が強まり，国際社会に貢献す

るまち
Ⅲ さまざま世代で国際交流の意識が高まり，国際

感覚をもった人が育つまち
Ⅳ 多様性を生かしたまちづくりが進み，市民の

生活が豊かになっているまち

（目指すべき姿）
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５ 「多様性を生かしたまちづくりが進み，市民の生活が豊かになっ

ているまち」を目指すための取組の方向性（４つ）

（１）多言語による情報提供・コミュニケーション支援

（２）外国籍市民が安心・安全に暮らせる体制整備

（３）外国籍市民による地域・市民活動への参加促進

（４）外国籍市民の地域での就労支援

詳しくは，配布資料「京都市国際戦略ビジョン（素案）」のＰ１１参照
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６ 策定後について

・国際化推進会議（局長級），国際交流・協力部会及び多文
化共生部会（課長級）を活用し，庁内の「国際」に関する事業
等の取組状況について情報を把握，共有します。

・外部有識者会議である，「国際化推進プラン点検委員会」
及び「多文化施策審議会」を統合し，令和３（2021）年度から
新たな会議体を立ち上げることを検討しており，その会議体に
おいて，「国際」に関する事業の取組状況の報告を行うととも
に，意見を聴取し，庁内へのフィードバックを行う予定です。


